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第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、 千 葉 県 警 察 交 通 機 動 隊 （ 以 下 「 隊 」 と い う 。 ） の 効 率 的 な 運 用 を 図 る た め 、 隊

の 編 成 お よ び 任 務 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 隊 の 編 成 と 活 動 区 域 ）  

第 ２ 条  隊 は 、 ５ 小 隊 及 び 特 別 交 通 機 動 班 を も つ て 編 成 し 、 そ の 名 称 、 所 在 地 お よ び 活 動 区 域 は 別 表

１ の と お り と す る 。  

（ 任 務 ）  

第 ３ 条  隊 は 、交 通 取 締 用 自 動 二 輪 車 、交 通 取 締 用 無 線 自 動 車 、そ の 他 の 車 両 を 使 用 し て 、機 動 警 ら 、

自 動 車 検 問 等 の 勤 務 を 通 じ 、 主 と し て 幹 線 道 路 に お け る 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 り 、 交 通 秩 序 を 維 持

す る た め 、 次 に 掲 げ る 任 務 を 遂 行 す る も の と す る 。  

(１ ) 交 通 の 指 導 取 締 り お よ び 交 通 整 理  

(２ ) 交 通 事 故 事 件 発 生 時 に お け る 初 動 措 置 活 動  

(３ ) 重 大 事 犯 の 発 生 時 に お け る 活 動 お よ び 緊 急 配 備 活 動  

(４ ) 警 衛 、 警 護 活 動  

(５ ) そ の 他 特 に 命 ぜ ら れ た 事 項  

（ 支 援 ）  

第 ４ 条  隊 の 運 用 に あ た つ て は 、 前 条 に 定 め る 自 主 活 動 の ほ か 、 警 察 署 お よ び 機 動 力 を 必 要 と す る 他

の 警 察 業 務 に 対 し て も 、 積 極 的 な 支 援 活 動 を 実 施 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

第 ２ 章  運 営  

（ 隊 長 の 責 務 ）  

第 ５ 条  隊 長 は 、 隊 の 任 務 を 遂 行 す る た め 、 隊 の 機 動 力 を 集 中 的 か つ 弾 力 的 に 運 用 す る と と も に 、 隊

員 の 勤 務 の 安 全 を 図 る た め 、 隊 員 に 対 す る 教 養 、 訓 練 を 計 画 的 に 実 施 し 、 安 全 運 転 管 理 に 努 め る も

の と す る 。  

（ 訓 練 指 導 担 当 者 ）  



第 ６ 条  隊 に 訓 練 指 導 担 当 者 を お く も の と す る 。  

２  訓 練 指 導 担 当 者 は 、 警 部 補 以 上 の 階 級 に あ る も の の う ち か ら 隊 長 が 任 命 す る も の と す る 。  

３  訓 練 指 導 担 当 者 は 、 隊 長 の 命 を 受 け 隊 員 の 勤 務 の 安 全 を 図 る た め 、 機 動 警 ら 活 動 等 に 必 要 な 運 転

技 能 そ の 他 に つ い て （ 車 両 整 備 指 導 担 当 者 の 所 掌 事 務 を 除 く 。 ） 教 養 、 訓 練 を す る も の と す る 。  

（ 車 両 整 備 指 導 担 当 者 ）  

第 ７ 条  隊 に 車 両 整 備 指 導 担 当 者 を お く も の と す る 。  

２  車 両 整 備 指 導 担 当 者 は 、 警 部 補 以 上 の 階 級 に あ る も の の う ち 隊 長 が 任 命 す る も の と す る 。  

３  車 両 整 備 指 導 担 当 者 は 、 隊 長 の 命 を 受 け 隊 に 保 有 す る 車 両 の 整 備 指 導 お よ び そ れ に 関 す る 教 養 そ

の 他 の 事 務 を お こ な う も の と す る 。  

（ 運 用 計 画 ）  

第 ８ 条  隊 長 は 、 隊 の 効 率 的 な 運 用 を 図 る た め 県 内 の 交 通 情 勢 を 総 合 的 に 検 討 し 、 毎 月 25日 ま で に 翌

月 の 隊 運 用 計 画 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 策 定 し て 交 通 部 長 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 勤 務 計 画 ）  

第 ９ 条  隊 長 は 、 前 条 の 運 用 計 画 に 基 づ い て 毎 月 25日 ま で に 翌 月 分 の 勤 務 計 画 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を

策 定 し 隊 員 に 示 す も の と す る 。  

（ 連 絡 協 調 ）  

第 10条  隊 長 は 、 前 ２ 条 の 計 画 を 策 定 す る に あ た つ て は 、 県 本 部 関 係 所 属 長 お よ び 警 察 署 長 と 連 絡 を

密 に し て 、 隊 の 適 正 な 運 用 が 図 ら れ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（ 幹 部 会 議 ）  

第 11条  隊 長 は 、 毎 月 １ 回 以 上 幹 部 会 議 を 開 催 し て 次 の 事 項 を 検 討 し 、 隊 の 適 正 か つ 効 率 的 な 運 用 に

資 さ な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 毎 月 の 運 用 計 画 な ら び に 勤 務 計 画 の 策 定 お よ び 業 務 結 果 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 各 種 事 務 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 隊 員 の 指 導 監 督 に 関 す る こ と 。  

(４ ) そ の 他 隊 運 営 上 必 要 な 事 項  

（ 派 遣 ）  

第 12条  交 通 部 長 以 外 の 部 長 お よ び 所 属 長 は 、 交 通 指 導 取 締 り 、 警 衛 警 護 、 警 備 実 施 等 の た め 、 隊 員

の 派 遣 を 必 要 と す る と き は 、 隊 長 を 経 て 交 通 部 長 に 隊 員 の 派 遣 方 を 要 請 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 派 遣 要 請 は 、 原 則 と し て 派 遣 を 必 要 と す る 前 日 ま で に 派 遣 の 日 時 、 場 所 、 人 員 、 車 両 数 お

よ び 理 由 を 文 書 ま た は 電 話 に よ り 行 な う も の と す る 。 た だ し 、 急 速 を 要 す る 場 合 は こ の 限 り で は な

い 。  

３  派 遣 を 命 ぜ ら れ た 隊 員 は 、 出 動 要 請 を し た 所 属 長 の 指 揮 の も と に 、 当 該 任 務 の 遂 行 に あ た る も の

と す る 。  

第 ３ 章  隊 員 の 選 任 と 服 務  

（ 隊 員 の 選 任 ）  

第 13条  隊 員 は 、 機 動 警 ら 勤 務 に つ い て 適 正 を 有 し 、 か つ 良 好 な 公 衆 関 係 を 保 持 す る に ふ さ わ し い 者

の な か か ら 選 任 す る 。  

２  隊 員 は 、 機 動 警 ら 活 動 を 行 な う に 必 要 な 初 任 訓 練 を 終 了 し た 後 に 機 動 警 ら 勤 務 に つ か せ る も の と

す る 。  

（ 隊 員 の 一 般 的 心 得 ）  

第 14条  隊 員 は 、 機 動 警 ら 活 動 を 行 な う に 必 要 な 訓 練 を つ ね に 反 復 し て 行 な い 、 能 力 の 向 上 に 努 め る

と と も に 、 任 務 の 遂 行 に あ た っ て は 、 特 に 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 安 全 運 転 に 心 が け 、 交 通 事 故 の 防 止 に 最 善 を つ く す こ と 。  

(２ ) 言 語 、 態 度 に 注 意 し 、 関 係 者 の 理 解 と 協 力 を 得 る よ う 努 め る こ と 。  

(３ ) 車 両 そ の 他 の 装 備 資 器 材 は 、 常 に 点 検 整 備 を 実 施 し そ の 取 扱 い に 習 熟 す る と と も に 、 最 高 度

の 活 用 を 図 る よ う に す る こ と 。  

（ 報 告 の 励 行 ）  

第 15条  隊 員 は 、勤 務 中 知 り 得 た 交 通 情 報 そ の 他 の 事 項 に つ い て 、積 極 的 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 勤 務 変 更 ）  

第 16条  隊 員 は 、 特 殊 事 情 等 の 発 生 に よ り 、 指 定 さ れ た 勤 務 と 異 な る 勤 務 を す る 必 要 が あ る と 認 め た



場 合 は 、 す み や か に 上 司 に 報 告 し て 、 指 揮 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 緊 急 を 要 し 、 指 揮 を 受 け る い と

ま の な い と き は 、 直 ち に 所 要 の 措 置 を と り 、 事 後 す み や か に 報 告 す る こ と 。  

（ 紛 失 等 の 防 止 ）  

第 17条  隊 員 は 、保 管 中 の 交 通 切 符 、交 通 反 則 切 符 お よ び 被 疑 者 か ら 預 か り 保 管 中 の 運 転 免 許 証 等 は 、

紛 失 、 破 損 等 の 事 故 が な い よ う 取 扱 い 上 誤 り の な い よ う に す る こ と 。  

第 ４ 章  勤 務  

（ 勤 務 の 種 別 ）  

第 18条  隊 員 の 勤 務 種 別 は 、 通 常 勤 務 、 応 援 派 遣 勤 務 お よ び 特 別 勤 務 と す る 。  

２  通 常 勤 務 と は 、 次 に 掲 げ る 勤 務 に 従 事 す る こ と を い う 。  

(１ ) 道 路 を 機 動 警 ら し て 行 な う 交 通 の 指 導 取 締 り 。  

(２ ) 道 路 交 通 の 状 況 に 応 じ て 必 要 な 場 所 に 停 車 し て 実 施 す る 交 通 監 視 お よ び 交 通 整 理  

(３ ) 分 駐 隊 そ の 他 必 要 な 場 所 に お い て 、 車 両 を 検 問 し て 行 な う 交 通 の 指 導 、 取 締 り 。  

(４ ) 車 両 整 備 、 書 類 作 成 そ の 他 の 事 務 処 理  

(５ ) 無 線 通 信 勤 務  

３  応 援 派 遣 勤 務 と は 、 応 援 派 遣 先 に お い て 前 項 各 号 に 掲 げ る 勤 務 に 従 事 す る こ と を い う 。  

４  特 別 勤 務 と は 、 警 衛 、 警 護 、 警 備 実 施 、 緊 急 配 備 そ の 他 特 別 の 勤 務 に 従 事 す る こ と を い う 。  

（ 勤 務 例 ）  

第 19条  隊 の 白 バ イ 勤 務 員 お よ び 交 通 パ ト カ ー 勤 務 員 の 勤 務 例 は 別 に 隊 長 の 定 め る と こ ろ に よ る も の

と す る 。  

（ 小 隊 日 誌 ）  

第 19条 の ２  各 小 隊 の 幹 部 は 、 前 条 の 勤 務 例 に 基 づ き 、 当 務 日 ご と の 小 隊 日 誌 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を

作 成 す る も の と す る 。  

２  隊 員 は 、 出 動 す る と き は 常 に 当 務 日 の 勤 務 計 画 を 携 帯 し 、 こ れ に 準 じ た 活 動 を 行 う も の と す る 。  

（ 緊 急 活 動 ）  

第 20条  隊 員 は 、 緊 急 配 備 の 発 令 を 受 理 し た と き は 、 勤 務 計 画 に と ら わ れ る こ と は な く 、 た だ ち に 所

要 の 活 動 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 ）  

第 21条  各 小 隊 の 幹 部 は 、 毎 日 の 勤 務 終 了 後 、 小 隊 日 誌 に よ り 勤 務 結 果 、 担 当 車 両 の 使 用 状 況 等 を 隊

長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 た だ ち に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

(１ ) 特 異 事 犯 を 検 挙 し 、 も し く は 取 扱 つ た と き 。  

(２ ) 被 疑 者 の 身 柄 を 拘 束 す る 事 案  

(３ ) 交 通 事 故 等 の 当 事 者 と な つ た と き 。  

(４ ) そ の 他 重 要 と 認 め ら れ る 事 項 が あ つ た と き 。  

第 ５ 章  指 揮 監 督  

（ 指 揮 監 督 の 重 点 ）  

第 22条  隊 長 以 下 各 級 幹 部 は 、 常 に 隊 員 の 指 導 監 督 を 励 行 し て 厳 正 な 規 律 の 保 持 、 適 正 な 執 行 務 の 確

保 、 車 両 の 管 理 お よ び 事 故 防 止 に 最 善 の 努 力 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ 巡 視 ）  

第 23条  隊 長 は 、 指 揮 監 督 お よ び 指 導 、 教 養 の 徹 底 と 勤 務 の 適 正 を 図 る た め 計 画 的 に 各 分 駐 隊 に 対 す

る 巡 視 を 行 な わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 教 養 訓 練 お よ び 点 検 ）  

第 24条  隊 長 は 、 毎 月 １ 回 以 上 隊 員 を 招 集 し て 、 通 常 点 検 お よ び 車 両 点 検 な ら び に 教 養 訓 練 を 行 な わ

な け れ ば な ら な い 。  

（ 出 動 前 の 点 検 等 ）  

第 25条  各 小 隊 の 幹 部 は 、 毎 朝 出 動 前 に 所 属 隊 員 に 対 す る 通 常 点 検 お よ び 車 両 点 検 を 実 施 す る と と も

に 、 勤 務 重 点 等 必 要 な 指 示 を 行 な い 、 そ の 徹 底 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

第 ６ 章  事 件 事 故 等 の 措 置  

（ 交 通 法 令 違 反 の 処 理 ）  

第 26条  隊 員 は 、 交 通 法 令 違 反 事 実 を 現 認 し た 場 合 は 、 交 通 違 反 指 導 取 締 要 綱 （ 平 成 ３ 年 本 部 訓 令 第



３ 号 ） そ の 他 の 交 通 法 令 違 反 事 件 処 理 に 関 す る 定 め に よ り 、 迅 速 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 通 事 故 事 件 の 措 置 ）  

第 27条  隊 員 は 、 交 通 事 故 の 届 出 を 受 け 、 ま た は こ れ を 現 認 し た と き は 、 被 害 者 の 救 護 、 現 場 保 存 、

目 撃 者 、 参 考 人 の 確 保 、 交 通 整 理 そ の 他 道 路 に お け る 危 険 防 止 の た め の 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も

に 、 当 該 事 故 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に す み や か に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。  

こ の 場 合 に お い て 、 管 轄 警 察 署 の 警 察 官 が 現 場 に 到 着 し た と き 、 当 該 警 察 官 に こ れ を 引 継 ぐ も の

と す る 。  

（ ひ き 逃 げ 事 件 の 措 置 ）  

第 28条  隊 員 は 、 ひ き 逃 げ 事 件 の 届 出 を 受 け 、 ま た は こ れ を 現 認 し た と き は 「 交 通 事 故 事 件 捜 査 処 理

要 綱 」 （ 昭 和 56年 ８ 月 20日 本 部 訓 令 第 ８ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ り 、 迅 速 、 適 切 に 措 置 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 一 般 刑 事 事 件 の 措 置 ）  

第 29条  隊 員 は 、 勤 務 中 交 通 関 係 以 外 の 刑 事 事 件 の 届 出 を 受 け 、 ま た は こ れ を 現 認 し た と き は 、 犯 人

の 逮 捕 、 証 拠 の 保 全 等 必 要 な 初 動 措 置 を 講 ず る と と も に 、 当 該 事 件 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に す み や か

に 通 報 し 、 こ れ を 引 継 ぐ も の と す る 。  

（ 逮 捕 事 件 の 措 置 ）  

第 30条  隊 員 は 、 被 疑 者 を 自 ら 逮 捕 し 、 ま た は 常 人 か ら 引 き 渡 し を 受 け た 場 合 は 、 必 要 な 捜 査 書 類 を

作 成 し 、 証 拠 資 料 と と も に 身 柄 を 管 轄 警 察 署 に 引 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 交 通 法 令 違 反 事 件 の 被

疑 者 に つ い て は 、 隊 長 の 指 揮 を 受 け て 処 置 す る も の と す る 。  

第 ７ 章  雑 則  

（ 隊 旗 ）  

第 31条  交 通 機 動 隊 に 隊 旗 （ 隊 標 旗 ） を お く 。  

２  隊 旗 （ 隊 標 旗 ） の 制 式 は 、 別 表 ２ の と お り と す る 。  

第 32条  隊 員 は 、 隊 章 （ 隊 員 章 ） を 着 装 し て 勤 務 す る も の と す る 。  

（ 内 規 ）  

第 33条  こ の 訓 令 を 実 施 す る た め に 必 要 な 細 部 事 項 は 隊 長 が 定 め る 。  

附  則  

１  こ の 訓 令 は 、 昭 和 48年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 １ （ 第 ２ 条 ）  

  

 名 称  所 在 地  活 動 区 域   

 第 １ 交 通 機 動 班  

（ 本 部 班 ）  

千 葉 市  千 葉 中 央 、 千 葉 東 、 千 葉 南 、 山 武 、 東 金 、 茂 原 、 い

す み 、 勝 浦 及 び 市 原 警 察 署 管 内  

 

 第 ２ 交 通 機 動 班  

（ 習 志 野 分 班 ）  

習 志 野 市  千 葉 西 、 千 葉 北 、 習 志 野 、 八 千 代 、 船 橋 、 船 橋 東 、

鎌 ケ 谷 、 市 川 、 行 徳 及 び 浦 安 警 察 署 管 内  

 

 第 ３ 交 通 機 動 班  

（ 柏 分 駐 ）  

柏 市  松 戸 、 松 戸 東 、 野 田 、 柏 、 流 山 、 我 孫 子 及 び 印 西 警

察 署 管 内  

 

 第 ４ 交 通 機 動 班  

（ 成 田 分 駐 ）  

成 田 市  佐 倉 、 四 街 道 、 成 田 、 空 港 、 香 取 、 銚 子 、 旭 及 び 匝

瑳 警 察 署 管 内  

 

 第 ５ 交 通 機 動 班  

（ 君 津 分 駐 ）  

君 津 市  木 更 津 、 君 津 、 富 津 、 館 山 及 び 鴨 川 警 察 署 管 内   

 特 別 交 通 機 動 班  

（ 本 隊 ）  

千 葉 市  県 内 全 域   

 
以下別記様式省略 


